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  平成 30年８月９日 

各 位 

 

 

 

 

 

 

 

株主優待制度の拡充に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、株主優待制度の拡充（継続保有株主優遇制度の新設）をすることを

決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、現行の株主優待制度は継続いたします。 

 

記 

 

１．株主優待制度拡充（継続保有株主優遇制度の新設）の目的 

 当社の株主優待制度は、株主の皆様の日頃のご支援に感謝するとともに、優待制度を通じて当社のサービスによ

り一層親しんでいただき、当社の事業へ更なるご理解を深めていただくことを目的としております。この度、制度

の充実を図ることで、当社株式への投資の魅力をより一層高め、中長期的に当社株式を保有していただく株主様の

増加を図るために、株主優待制度拡充（継続保有株主優遇制度の新設）を行うことといたしました。 

 

２.株主優待制度拡充（継続保有株主優遇制度の新設）の概要 

（１）拡充する株主優待制度の内容 

  現行の株主優待に加え、継続保有株主優遇制度を新たに設け、当社株式を１年を超えて継続して１単元（100

株）以上保有されている株主様を対象に、３月末日及び９月末日を基準日として、以下のとおり「株主様ご優待

券（ご賞味券）」を追加贈呈致します。 

 現行の株主優待制度 

（継続） 

継続保有株主優遇制度 

（新設） 

対象 100株以上保有の全株主様 
100株以上保有の 

継続保有株主様（注１） 

実施回数 年２回 年２回 

 

100株以上1,000株未満 

10％割引カード 

（毎月１・11・21・31日 

20％割引） 

 

ご賞味券１枚（注２） 
※「白丸元味」もしくは「赤丸新味」 

（メニューにない場合は同等額の商品）１杯

を、１回無料でご提供いたします。 

 1,000株以上3,000株未満 

15％割引カード 

（毎月１・11・21・31日 

20％割引） 

3,000株以上 20％割引カード 

会 社 名 株 式 会 社 力 の 源 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 

代表者名 代表取締役会長兼社長 河 原  成 美 

（コード番号：3561 東証第一部） 

問合せ先 常務取締役ＣＦＯ 粕 谷  進 一 

（ TEL. 03-6264-3899） 
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（注）１．100株以上保有の継続株主様とは、株主名簿確定基準日（３月末日及び９月末日）の株主名簿に、

100株以上の保有を同一株主番号で連続して３回以上記録または記載されている株主様といたしま

す。なお、証券会社の貸株サービスを利用するなどして株主番号が変更になった場合や、直近３回

の基準日における保有株式数が一度でも100株を下回った場合などは対象外となりますのでご留意

ください。 

  ２．ご賞味券について、ご同伴者様がいらっしゃる場合は１枚につき２杯を無料提供とさせていただ

きます。（ご同伴者様がいらっしゃらない場合は、１枚につき１杯の無料提供となりますのでご了

承ください。） 

 

（２）実施時期 

平成30年９月30日現在の株主名簿に記録された、1単元（100株）以上保有されている株主様を対象とし実施

いたします。（平成29年９月30日、平成30年３月31日、及び平成30年９月 30日の全ての基準日における株

主名簿に同一株主番号で記録または記載された株主様で、且つ同期間の保有株式数が継続して 100株以上の株主

様が対象となります。） 

 なお、贈呈時期は平成30年12月中旬のご優待カード発送時に同封して郵送する予定です。 

 

（３）その他 

株主優待対象店舗につきましては、当社Webサイト（https://www.chikaranomoto.com/ir/benefit/）に掲載い

たしますので、ご参照ください。 

 

 

以 上 


